
申
込
期
間　
10
月
16
日（
月
）〜
23
日（
月
）

入
札
日
時
・
場
所　

10
月
24
日
（
火
）

午
前
９
時
30
分
／
市
役
所
本
庁
舎
４

階
第
２
会
議
室

問
い
合
わ
せ
先　

市
役
所
第
２
庁
舎

林
務
水
産
課 
（
０
８
５
７
）
20̶

３
２
３
５

と
き　

11
月
１
日
（
水
）
午
後
１
時

30
分
〜
３
時

と
こ
ろ　

県
民
文
化
会
館
会
議
室

演
題　
「
心
の
健
康
に
つ
い
て
」

講
師　

西に
し
だ田 

政ま
さ
ひ
ろ弘
さ
ん
（
ウ
エ
ル

フ
ェ
ア
北
園
渡
辺
病
院
副
院
長
）

参
加
費　

無
料

問
い
合
わ
せ
先　

鳥
取
県
東
部
医
師

会
（
０
８
５
７
）22̶

２
７
８
２

と
き　

11
月
５
日
（
日
）
午
後
１
時

30
分
〜
３
時
30
分

と
こ
ろ　

さ
ざ
ん
か
会
館
５
階

演
題　
「
北
東
北
に
お
け
る
自
殺
予

防
活
動
」

講
師　

渡わ
た
な
べ邉 

直な
お
き樹
さ
ん
（
青
森
県

立
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
所
長
）

参
加
費　

無
料

問
い
合
わ
せ
先　

鳥
取
い
の
ち
の
電

話
事
務
局
（
０
８
５
７
）29̶

６
５

５
６
（
月
〜
金
・
正
午
〜
午
後
４
時
）

と
き　

11
月
15
日
（
水
）
午
前
９
時

30
分
〜
午
後
１
時

と
こ
ろ　

さ
ざ
ん
か
会
館
３
階

定
員　

20
人

参
加
費　

５
０
０
円

必
要
な
も
の　

エ
プ
ロ
ン

申
込
先　

市
立
病
院
栄
養
管
理
室

（
０
８
５
７
）
53̶

７
３
２
６

と
こ
ろ　

さ
ざ
ん
か
会
館
５
階

演
題　
「
地
域
で
安
心
し
て
暮
ら
す

た
め
に
〜
統
合
失
調
症
と
薬
〜
」

講
師　

植う
え
た田 

俊と
し
ゆ
き幸
さ
ん
（
鳥
取
県

立
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
医
師
）

参
加
費　

無
料

問
い
合
わ
せ
先　

市
役
所
駅
南
庁
舎

生
活
福
祉
課 

（
０
８
５
７
）
20̶

３
４
７
１

と
き　

11
月
16
日
（
木
）
午
後
６
時

30
分
〜
８
時　

※
個
別
相
談
は
午
後

７
時
30
分
〜
８
時

第３回

鳥
取
い
の
ち
の
電
話
公
開
講
座

糖
尿
病
料
理
講
習
会

 

国
府
町
下
木
原
市
行
造
林
地

と
こ
ろ
国
府
町
下
木
原
字
葦
原
谷
北

平
２
４
６
番
２
外
４
筆

内　

容
マ
ツ
ほ
か
２
５
０
立
方
メ
ー
ト
ル

精
神
保
健
講
演
会

問い合わせ先　 
市役所駅南庁舎市民税課 （0857）20－3417／各総合
支所市民生活課（10ページ上記参照）

問い合わせ先　 
市役所駅南庁舎市民課 （0857）20－3492

問い合わせ先　 
県庁労働雇用課 （0857）26－7225

労働セミナー

　平成18年度から老年者の税制が改正され、昨年度
まで65歳以上で非課税となっていた人も、一定の所
得を超える場合には、課税することになりました。課
税対象者となった人は、申告をすることで税負担を軽
減できる場合があります。まだ平成17年分の申告を
していない人で次に該当する場合は申告をしてくださ
い。なお、申告先は内容によって異なりますので、下
記までご相談ください。

▼国民健康保険料・介護保険料の支払いをしている
　場合 ⇒ 社会保険料控除

▼生命保険・損害保険・医療費（一定額以上の支払
　いがある場合）などの支払いをしている場合 
　⇒各種控除

▼扶養親族がいる場合 ⇒ 扶養控除

▼女性で夫と死別している場合、または離別で扶養
　親族に子がいる場合 ⇒ 寡婦控除（所得要件があ
　ります）※男性の場合は、扶養親族に子がいるこ
　とが要件となります。

▼ 65歳以上で要介護認定を受け、身体障害者に準
　ずる認定を受けている場合 ⇒ 障害者控除

老年者（６５歳以上）の申告について

※このほかにも、控除が適用になる場合がありますの
で、詳しくは下記問い合わせ先まで。

各種証明の発行を宝木郵便局で
取り扱います。

宝木行政サービスセンターの廃止にともない宝木行政サービスセンターの廃止にともない

テーマ

労働セミナー

市民税課市民税課からのからのお知らせお知らせ
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開 始 日開 始 日　11月1日（水）　11月1日（水）
取扱時間取扱時間　午前9時～午後4時　午前9時～午後4時
　　　　　　　　　　※土※土・・日日・・祝日祝日・・年末年始は取り扱いません。年末年始は取り扱いません。
取扱場所取扱場所　宝木郵便局（気高町宝木）　宝木郵便局（気高町宝木）
取扱証明取扱証明　　 ▼▼戸籍謄抄本（戸籍謄抄本（本人または同一戸籍の人のみ本人または同一戸籍の人のみ））
　　　　　　　　　　 ▼▼住民票の写し（住民票の写し（本人または同一世帯の人のみ本人または同一世帯の人のみ））
　　　　　　　　　　 ▼▼印鑑証明（印鑑証明（本人のみ本人のみ））

「「仕事と家庭の両立・多様な働き方を考える仕事と家庭の両立・多様な働き方を考える」」
と　きと　き　10月28日（土）午後1時30分～3時　10月28日（土）午後1時30分～3時
ところところ　鳥取県労働会館　会議室（天神町）　鳥取県労働会館　会議室（天神町）
講　師講　師　　早早

はやみずはやみず

水水  恵恵
けいこけ い こ

子子さん（鳥取労働局雇用均等室長）さん（鳥取労働局雇用均等室長）
参加費参加費　無料　無料　　　　　　定　員定　員　20人　20人

働
き
盛
り
層
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
ケ
ア
ー
支
援

健
康
講
演
会
と
個
別
相
談


